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 Park-PFI制度を活用した都市公園整備事業においては，公園整備事業としての成否だけではなく，まち

づくりとの連携を視野に入れた取り組みの推進が求められる．本研究は，Park-PFI制度を活用した都市公

園整備事業のうち，特にまちづくりとの連携を見据えた継続的な協議や，供用開始後の取組みが評価され

ている事例として盛岡市の木伏緑地を取り上げ，構想段階から供用開始後までのプロセスを整理した．そ

の結果，Park-PFIを活用した公園整備がまちづくりと連携する際に着目すべき要因として，①公募指針策

定前段階で官民双方意向を知る機会，②公募指針の評価項目にまちづくりに関わる事項への明確な言及，

③公募前から供用開始後まで継続的な官民協議の場，④対象敷地の規模が影響する可能性を指摘した． 
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１．はじめに 
 
(1)背景 

 都市公園は，人々のレクリエーションの空間となる

ほか，良好な都市景観の形成，都市環境の改善，都市

の防災性の向上，生物多様性の確保，豊かな地域づく

りに資する交流の空間など多様な機能を有する都市の

根幹的な施設である1) 2)．これまでの整備により日本の

都市公園は，1960（昭和35）年の4,511箇所，約14,388ha
（約2.1㎡/人）から，2019（令和元）年に111,525箇所，

約128.264ha（約10.7㎡/人）とその数，面積ともに大き

く増加した3) ． 
しかし近年公園緑地行政は，これまでの経済成長，

人口増加等を背景とする緑とオープンスペースの量の

整備を急ぐステージから，社会の成熟化，市民の価値

観の多様化，都市インフラの一定の整備等を背景とす

る，市・地域・市民のために緑とオープンスペースが

持つ多機能性を最大限引き出すことを重視するステー

ジへ移行すべきとされている．この新たなステージで

の都市公園の再生，活性化の推進のため2017（平成29）
年6月都市公園法が改正され，民間活力による新たな

都市公園の整備手法を創設し，公園の再生・活性化を

推進する公募設置管理制度（以下：Park-PFI）が導入

された（表-1）．Park-PFI制度を活用した都市公園整備

事業や供用開始された事例の増加に伴い，制度の運

用・活用に関する多くの課題が指摘されている． 
一方で，公園緑地行政のステージの変化の背景であ 

る社会情勢の変化（人口減少社会の到来，高齢化社会

の深刻化，都市構造の転換，地方創生）への対応を考 
えると，Park-PFI制度を活用した都市公園整備事業に

おいては，公園整備事業としての成否だけではなく，

まちづくりとの連携を視野に入れた取り組みの推進が

求められる．さらに，Park-PFIの特徴として公園管理 
 
表-1 2017年6月の都市公園法の改正点4) 

 

①Park-PFI(公募設置管理制度)を創設

　公募対象施設(カフェ，レストラン，コンビニ等)の設置・運営管理者
を民間事業者から公募選定する手続きと，選定され認定を受けた事業に

対する規制緩和等のインセンティブを併せて制度化．

②PFI事業の設置管理許可期間を延伸

　PFI事業で公園施設を設備する場合，設置管理許可期間(現行は最長10
年)をPFI事業の契約期間(最長20年)の範囲内で公園管理者が設置でき
る．

③保育所等の社会福祉施設の占用物件への追加
　従来の国家戦略特区特例の保育所等(学童・高齢者等を含めた通所型
の社会福祉施設)の占用許可を全国措置化，特区以外の都市でも公園に
設置できる．

④公園の活性化に関する協議会の設置
　利用者の利便向上のため管理者が協議会を組織することができる．

⑤都市公園の維持・修繕基準を法令化

　管理は政令で定める技術的基準に適合するように行う．

　：公園施設全般(特に遊具)の点検・維持修繕
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者，学識経験者，商工関係団体，公園利用の利便の向

上に資する活動を行う者等により構成される協議会の

設置があるが，これまでの公園緑地行政に比べ多くの

ステークホルダーが参画し協働するPark-PFIでは，ま

ちづくりのような長期的かつ広域的な目標の実現に向

けた，継続的な協議や連携が重要となる． 
このようなまちづくりとの連携を見据えた継続的な

協議や，供用開始後の取組みが評価される事例もみら

れるが，各地域の状況に合ったPark-PFIとまちづくり

の実質的な連携について，いまだ関連する知見の蓄積

は十分とはいえない． 
以上より本研究の目的は，Park-PFI制度を活用した

都市公園整備事業のうち，特にまちづくりとの連携を

見据えた継続的な協議や，供用開始後の取組みが評価

されている事例について，構想段階から供用開始後ま

でのプロセスを整理し，Park-PFIとまちづくりの連携

に向けた知見を得ることとする．本稿では，一貫して

周辺地域との連携などまちづくりの視点を官民が共有

しながら事業が進められ，供用開始後の状況が把握で

きる，盛岡市の木伏緑地公衆トイレ整備事業（以下：

木伏緑地）を対象とする． 
 
(2)既往研究と本研究の位置づけ 

 これまで既往研究によりPark-PFIの制度の運用・活

用に関する多くの課題が指摘されている． 
山崎ら5)は公園分野の公募設置管理事業において，

立地条件の観点から民間側の公募応募数には公園立地

の市場性が影響を与えることを明らかにし，Park-PFI
の普及における留意点を考察している．齋藤ら6)は民

間事業者の公募選定に関わる審査傾向と，それらが実

際に設置された都市公園内の収益施設の形態的なデザ

インに及ぼす影響について整理し，当該都市公園の景

観形成や継続的な施設運用の重要性に言及している．  
Park-PFI制度の仕組みの可能性や課題点を整理した

ものとしては，宇隨7)が行政側と民間側の意見交換や

認識のすり合わせ，情報の共有の重要性を指摘してい

る．また官民の意思疎通に関する研究には，事業者選

定の段階における官民の意向に関して，都市公園の指

定管理者選定時における評価基準の実態を整理・評価

した塚田ら8)や，都市公園分野事業への民間事業者の

興味の潜在的因子を明らかにした塩見ら9)に対し，岩

岡ら10)は事業者選定の段階や選定後の段階ではなく，

公募前段階のサウンディング型市場調査の官民間の対

話に着目している．また官民の対話の場としては先述

の協議会が挙げられるが，協議会に関する実証的研究

は確認できなかった． 
本稿はPark-PFIの特定の事例に着目して公募前から

供用開始後までのプロセスを整理し，都市公園自体を

いかに運営・マネジメントするかという観点の考察に

とどまらず，官民連携の実態や地域全体へ影響に関す

る実証的な考察を試みる． 
 
(3)研究手法 

本研究は文献調査およびヒアリング調査による．

Park-PFI制度を活用した都市公園整備事業の整理につ

いては，国土交通省の行政資料11)，各自治体の計画書，

報告書，メディアリリース，Park-PFI推進支援ネット

ワークのwebサイト12)と運営者への問合わせ，等によ

り，制度実施の有無，供用開始の有無を網羅的に調査

し一覧表を作成した． 
木伏緑地については，盛岡市が公開する行政資料13) 

14)，Park-PFI事業計画と運営実態資料集15)等既往の資料

を用 いて事業概要，制度導入と検討のプロセス，供用

開始 後の利用状況を整理した．また文献調査で把握で

きない情報を得るため，盛岡市都市整備部へ補足的な

ヒアリング調査と資料提供依頼（2021年8月25日）を行

った． 
 

(4)Park-PFI制度を活用した都市公園整備事業の一覧 

Park-PFI制度を活用した都市公園整備事業の一覧を 
表-2に示す．Park-PFIでは，2021（令和3）年8月24日時
点で全国78公園（うち29公園供用開始，供用開始後経

営難により事業者撤退となった1事例を含む）で事業

者公募が公表されている．今後もPark-PFI制度を活用

した都市公園整備事業の実施は増加すると考えられる

が，対象により関連する地域課題，公園規模が異なり，

各地域の実情に即した制度の運用が期待される． 
本稿では，ケーススタディの対象として，利用状況

を十分に調査できる供用開始から1年以上が経過 
（2020年8月以前供用開始）している事例の中から，

背景で述べた通り一貫して周辺地域との連携などまち

づくりの視点を官民が共有しながら事業が進められた

盛岡市木伏緑地を分析の対象とする． 
 
 
２．盛岡市木伏緑地とまちづくりとの連携 
 

(1)木伏緑地の概要と経緯 

木伏緑地の事業の流れを表-3に示す． 
a) 整備前の木伏緑地の課題 

木伏緑地は盛岡駅から徒歩5分のエリアに位置し，

開運橋たもとの北上川沿いの市道に沿った細長い緑地

である．駅に近い好立地にも関わらず，整備前の利用

者は少なく，公衆用トイレの未整備や，地下駐輪場の
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表-2 Park-PFIの実施状況一 表-2  Park-PFI制度を活用した都市公園整備事業の一覧 

 

Park-PFI 活用事例 一覧 面積（ha） 供用開始 備考

2017 全国初 　北九州市（勝山公園） 20.1 2018年7月
6月30日 　豊島区（造幣局地区防災公園） 1.7 2020年7月

10月31日 　名古屋市（久屋大通公園） 15.8 2020年9月
不明 　岐阜県（ぎふ清流里山公園） 107.7

2018 5月31日 　福岡県（天神中央公園） 3.1 2019年8月
6月 4日 　盛岡市（木伏緑地） 0.4 2019年9月
6月25日 　仙台市（榴岡公園） 11.2 事業者辞退

8月 1日 　恵庭市（漁川河川緑地） 18.7
9月18日 　新宿区（新宿中央公園） 8.8 2020年7月

10月 3日 　別府市（別府公園) 27.3 2019年12月
10月 4日 　鹿児島市（加治屋まちの杜公園(仮称)） 1.4 2020年10月
10月11日 　近畿地方整備局（国営明石海峡公園） 83.4 2022年夏予定

11月13日 　群馬県（敷島公園） 17.8 2020年3月
11月21日 　横浜市（横浜動物の森公園） 103.3 2019年9月
11月22日 　和歌山市（本町公園） 1.4 2020年7月
11月26日 　盛岡市（盛岡城跡公園） 9.2
11月28日 ※堺市（大蓮公園） 15.5 2020年8月 経営難,事業者撤退

12月 7日 　京都市（大宮交通公園） 2.1 2021年4月
12月14日 　むつ市（おおみなと臨海公園） 13.8 2020年9月

1月30日 　別府市（鉄輪地獄地帯公園） 7.4 2021年4月
2月 8日 　盛岡市（中央公園） 17.2 2021年冬予定

2月12日 　二戸市（金田一近隣公園） 1.8 2022年3月予定

2月28日 　堺市（大仙公園） 38.5 2021年3月
3月 6日 　湯河原町（万葉公園） 19.5 2021年4月
3月29日 　神戸市（海浜公園） 14 2024年春予定

2019 4月17日 　平戸市（中瀬草原） 8.7 2020年4月
4月26日 　福岡県（大濠公園） 39.8 2020年9月
5月24日 　渋谷区（北谷公園） 0.096 2021年4月
7月 8日 　佐世保市（中央公園） 13.7 2022年4月予定

7月31日 　木更津市（鳥居崎海浜公園） 2.2 2021年6月着工

8月 7日 　九州地方整備局（海の中道海浜公園） 297.9 2022年3月予定

8月22日 　平塚市（湘南海岸公園） 58.6
8月26日 　神戸市（東遊園地） 2.7 社会実験中

9月 6日 　愛知県（小幡緑地） 226.9 2021年4月
9月13日 　所沢市（東所沢公園） 2.1 2020年8月

10月(日付不明) 　各務原市（学びの森） 4.2 2021年3月
10月17日 　群馬県（観音山ファミリーパーク） 60.3 2021年1月
10月18日 　岡崎市（乙川河川緑地・中央緑道） 22.75・0.55 2021年3月
11月 1日 　富士川町（大法師公園） 6.4
11月 6日 　福山市（中央公園） 1.6 2021年5月
11月15日 　神奈川県（観音崎公園） 70.4 2020年9月
12月10日 　四日市市（中央緑地） 28.5 2021年4月
12月20日 　豊田市（鞍ヶ池公園） 95 2021年5月

3月16日 　むつ市（代官山公園） 1.1 2021年6月着工

3月27日 　山形市（ひばり公園） 0.0954
2020 4月27日 　青森県（青い森セントラルパーク） 5.1

5月13日 　茨城県（偕楽園公園） 58
6月 1日 　堺市（原池公園） 17.5
6月29日 　須賀川市（翠ヶ丘公園） 28.34
8月 5日 　横須賀市（長井海の手公園） 6.6

10月 1日 　北区（飛鳥山公園） 7.3
10月 1日 　久留米市（中央公園） 23.8
10月 2日 　名古屋市（徳川園） 4.53
10月 5日 　沖縄市（コザ運動公園サッカー場跡地） 中断

10月26日 　我孫子市（手賀沼公園） 4.7
12月14日 　静岡市（城北公園） 6.1
12月15日 　浜松市（万斛庄屋公園） 1.4

1月 5日 　加賀市（(仮称)山代温泉広場） 0.28
1月 8日 　豊川市（赤塚山公園） 25.1
1月 8日 　渋谷区（恵比寿南一公園） 0.2
1月21日 　津市（中勢グリーンパーク） 28.3
1月22日 　多摩市（多摩中央公園） 11.3
1月27日 　志木市（いろは親水公園） 608.3
2月12日 　北九州市（到津の森公園） 10.6
3月26日 　広島市（旧広島市民球場跡地） 42.76
3月31日 　東京都（明治公園・代々木公園） 35.7・54

2021 4月27日 　名古屋市（鶴舞公園） 24.1
6月 1日 　常総地方広域市町村圏事務組合（常総運動公園） 1810
6月14日 　藤沢市（鵠沼海浜公園） 1.7
7月 7日 　小諸市（飯綱山公園） 26.5
7月 7日 　橿原市（新沢千塚古墳群公園）

7月15日 　大阪府（住吉公園） 8
7月30日 　滋賀県（県営びわこ文化公園・びわこ地球市民の森） 43.2・42.5
8月 5日 　つくば市（洞峰公園） 20
8月16日 　吹田市（江坂公園） 2.3
8月18日 　別府市（春木川公園） 1.2
8月20日 　燕市・三条市（須頃郷第1号公園） 燕1.0・三条0.6
8月24日 　前橋市（日赤跡地生涯活躍のまち(CCRC)事業区域内の公園） 0.19

公表年月
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利用率低下，樹木や茂みによる死角から事件が起こる

など，近隣住民から整備の要望が寄せられていた． 
 2016年岩手国体開催を契機に改修工事を行い，死角

の要因であった植栽・芝生をほぼ撤去し残された植栽

以外の場所にインターロッキングブロックを敷き詰め

るなど対応したものの，他方で緑の豊かさや居心地の

良さが失われていった． 
b) 木伏緑地の構想検討と公園活性化プランへの提案 

盛岡市は新たな行政サービスの拡充と都市公園や緑

地の良好なオープンスペース機能維持を目的に「公園

活性化プラン」を毎年度公募していた．公園の活用に

より自分が関わって実現したいプランを提案するアク

ション部門と，公園を運営，マネジメントして持続的

に事業を展開したいプランを提案するビジネス部門が

ある．当時，都市経営の課題解決と経済合理性を両立

する事業プロセス等を学んでいた盛岡市公園みどり課

の担当の長澤幸多氏は，飲食店のプロデュース等を行

いながら各地の地域づくりやまちづくりに関わる猪原

勇輝氏と出会い，盛岡市の公園活用の事業化について

相談した．その後猪原氏は盛岡駅周辺の公共用地を調

査し，木伏緑地を事業地として2017年公園活性化プラ 
ンのビジネス部門へ応募した．その内容は，木伏緑地

リノベーション事業として，木伏緑地をコンテナ・オ

ープンモールの公園とし，マチのハブとすることで賑

わいの創出と稼ぐ公園を同時に実現することを目的と

していたものの，この段階では建蔽率の問題から事業

化はされなかった． 
その後，同年の都市公園法の改正による建蔽率の緩

和措置（最大12%まで）と，2019年ラグビーW杯の開

催に向けた公衆用トイレ設置の決定により，木伏緑地

を対象とするPark-PFI制度を活用した都市公園整備事

業が行われることとなった．2018年8月事業者選定が

行われ，応募3社のうち，エリア分析，明確なコンセ

プト，周辺への派生，事業の実現性に優れたゼロイチ

キュウ合同会社（代表：猪原氏）が選定された（図-1， 表-4）．2018年9月に契約が締結され，木伏プロジェク

表-3 木伏緑地整備事業の流れ（参考文献13) に筆者加筆） 

 

 

年/月 出来事

2014年 盛岡市独自の制度「公園活性化プラン」が創設

2016年 東口エリアの公共空間活用の相談を受け現地調査を行い，

木伏緑地を事業地に選定．

2017年 木伏緑地活用事業として公園活性化プランへ応募

2017年6月 都市公園法改正に伴いPark-PFI創設
公園の整備が決定

2018年6月 Park-PFI実施にあたり「木伏緑地公衆用トイレ整備事業公
募設置等指針」を交付

2018年8月 公募設置等予定者の選定

2018年9月 基本協定締結

2019年2月 着工

2019年3月 実施協定締結

2019年9月 供用開始
 

図-1 ゼロイチキュウ合同会社の提案図-114) 

 

表-4 木伏緑地における事業者提案 の評価項目，内容13) 

 
 

審査事項 配点

 Ⅰ
配置計画書

配置図

面積算定表

全景のイラスト

・明確かつ本事業の目的に合致し

ているか

・人が集まりたくなるか

・周辺と調和しているか

・景観，デザインが魅力的か

・公募対象公園施設等とデザイン

の統一が図られているか

15

 II
事業目的書

エリア分析

公募対象公園施設

を設置する理由

周辺派生ストーリー

・エリア分析が適切であるか

・エリア分析による新たな発見があ

るか 

・公募対象公園施設を何のために

やるのか明確か

・周辺に派生する共感ストーリー

が描けているか

・周辺に新たな民間の投資を誘導

できる可能性があるか

20

 III
収支計画書

初期投資運営収支

各々の概算見積書

・初期投資は適切か

・運営収支は適正かつ初期投資

の資金投資回収が可能か

10

 IV
運営計画書

施設計画

リーシング方針，業種・業態・営

業時間・定休日・利用者想定，出

店者候補リスト，木伏緑地としての

集客の考え方が適切か

10

実施方針，光熱水費・通信費・廃

棄物収集・清掃・公衆用トイレ管理

の考え方，官民区分図が適切

か

10

65

事業全体が総合的に優れているか 10

・特定公園施設の建設・維持管理

における市財政負担が軽減となっ

ているか

・設置許可使用料以外の費用負

担の提案があるか

10

公園活性化プラン（ビジネスプラ

ン）で木伏緑地の事業提案者であ

るか

15

100

項目

合計

 V

管理計画書

小計

 VII

総合評価

 VIII

価格評価

 IX

緑の基本計画による加点
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トが本格的に始動した．事業者によって整備された施

設は，2019年9月より供用が開始された． 
 

(2)行政と民間の意向と検討プロセス 

a) 盛岡市の意向 

地方自治体の財政規模縮小傾向の一方，限られた予

算を高齢者福祉施設や子育て世代の支援等にも優先的

に活用していかなければならない中で，市は，都市公

園経営を新たに，経済合理性の追求と都市経営課題の

解決という二つの柱で再定義を行った． 
また木伏緑地の再整備においては，「周辺に不足し

ている公衆トイレを設置したい」，「盛岡の玄関口で

ある開運橋の周辺を活性化したい」，「若者をはじめ，

様々な世代に選ばれる魅力を創出・発信する場をつく

りたい」，「市の財政に負担が少ない新たな公園整

備・管理を実践したい」という背景があった． 
木伏緑地の事業方針は，上位計画における再定義と，

対象地における具体の背景双方に基づき，「A) 地域経

済循環（地元資本のテナント出店機会の創出）」，

「B) 雇用創出」，「C) 近隣不動産への投資誘導（エリ

アの公示地価の上昇）」の3軸で設定された（ヒアリ

ング）． 
b) 民間事業者（ゼロイチキュウ合同会社）の意向 

 猪原氏が盛岡駅東口エリアの都市経営上の課題を分

析した結果，盛岡駅に近く賃料が高いため中央資本に

よる店舗が多く，地元飲食点の出店・存続が厳しい状

況にある点に着目し，「木伏緑地に地元資本の飲食店

を集積することができれば，地域循環経済に資する事

業になる」との確信を持った15)． 
 その後猪原氏が実際に市に提出した2017年公園活性

化プランの事業計画書には，その目的について，

「『街路』を木伏緑地につくるという発想から，『コ

ンテナ・オープンモール』を有した公園にリノベーシ

ョンすることで，駅前商店街・材木町商店街・大通り

を中心とした繁華街・北上川河川敷の4つの『エリア』

をシームレスに繋げられるような『マチのハブ』の役

割を担うことで，『賑わいの創出』と『稼ぐ公園』を

同時に実現する事を目的とし，今まで余り交わること

のなかった北上川河川敷で散歩やランニングをしてい

る地域住民，買い物や飲食に訪れる市民，観光客が交

わり繋がることで新たな『マチの憩いの場』としての

価値を見出し，界隈に新たな事業と雇用を派生させる

ことを目指す」とある（図-2）． 
 施設コンセプトは「water naghbourhood 水辺界隈の生

活者になろう14)」と掲げられ，北上川でアクティビテ

ィを楽しみ，のんびりと飲食も楽しむことのできる空

間が目指された．  

c)官民の意向と検討のプロセスの整理 

ここまでみてきた官民それぞれの意向について，公

園敷地内に関するものと，周辺地域との連関や派生効果を

意図するものに分け表-6にまとめた．また官民の意向の共

有や供用開始までの事業の流れを図-3に示す． 

以上の整理から，官民ともに構想検討段階から供用開

始まで一貫して，木伏緑地や公園行政の課題解決，稼ぐ

公園化といった公園に関する目標のみならず，界隈に新た

な事業と雇用を派生させる周辺エリアの活性化や，賑わい

を創出するためのマチのハブを目指すといった，より広い

範囲のまちづくりの目標を共有していたことがわかる．さら

に，官民それぞれに主体的なキープレイヤーが継続的に

 

図-2 ゼロイチキュウ合同会社の提案図14) 

 

表-6 木伏緑地・その周辺地域に対する官民の意向 

 

盛岡市 ゼロイチキュウ合同会社

木

伏

緑

地

内

・経済合理性の追求

：市の財政に負担が少ない新た

な公園整備・管理を実践したい

・都市経営課題の解決

：公衆用トイレの設置，地元資本

のテナント出店機会の創出，150

人の雇用創出

・若者をはじめ，様々な世代に選

ばれる魅力を創出・発信する場を

つくりたい

・木伏緑地に地元資本の飲食点

を集積する

（現状：盛岡駅に近く，中央資本

による店舗が多い．エリアでの飲

食賃貸料が上昇し地元飲食点の

出店・存続が厳しい）

・「街路」を木伏緑地につくる

・稼ぐ公園

・新たな「マチの憩いの場」

周

辺

と

の

連

関

・

派

生

効

果

・盛岡の玄関口である開運橋の

周辺を活性化したい

・近隣不動産への投資誘導（エリ

アの公示地下の上昇）

・「マチのハブ」

：駅前商店街・材木町商店街・大

通りを中心とした繁華街・北上川

河川敷の4つの「エリア」をシーム

レスに繋ぐ

・賑わいの創出

・界隈に新たな事業と雇用を派生

させる

 266



 

議論し，各々の役割を果たすことで，事業の実現に結びつ

けている． 

 

(3)供用開始後の状況 

a) 木伏緑地の利用状況 

木伏緑地の運営のスキーム図を図-4に示す． 
盛岡市実施の来園者数調査より，伏緑地の1日あた

りの平均利用者数は，再整備前では日約450名，休日

約600名程度（地下駐輪場利用者を含）であったが，

2019年9月の開業後は平日約1,500名，日約2,500名（2021
年2月時点）と大幅に増えた．また通過型の公園から

滞在型の公園となり，よりお金や時間を費やせる場所

となった（ヒアリング，写真-1）． 
当初の事業目的であった公衆用トイレの整備も，盛

岡市が2,800万円を負担（同費用の半額は国土交通省

「社会資本整備総合交付金（官民連携型賑わい拠点創

出事業）」を適用）し，特定公園施設として設置され

た（写真-2）．トイレや店舗には，現代の水運で利用

されるコンテナを使用し，水辺の街並みを創出してい

る． 
ここで前節示した盛岡市の3軸の事業方針の内容に

ついて確認する．まずA)地域経済循環に関しては，木

伏緑地の9テナント（全10店舗中1店舗は空き）のうち

5店舗は地元岩手県を拠点とする会社であり，地元資

本のテナント出店の機会が創出されている．次にB)雇
用創出に関しては，木伏緑地の整備事業により約150
名の雇用が創出された（ヒアリング）．C)近隣不動産
への投資誘導に関しても，木伏緑地開業後，盛岡市東

口エリアの路線価が上昇し，近隣のホテル建設（2棟）

や商業ビル建設（1棟）の不動産投資が誘導されてい

る15)．  
b) 北上川の活用 

 「水辺」の魅力を最大限活かすため，木伏緑地は北

上川との繋がりを重視し，河川を管理する国土交通省

と協議しながら，「境界をぼかす」13)（管理境界を意

識させない空間）を念頭においた整備がされた．これ

により店舗が集積するエリアからスムーズに川降りて

近づける空間が創出された．木伏緑地の整備は全4フ
ェーズ（第1フェーズ：公園の整備とオープン，第2フ
ェーズ：水辺空間との接続，第3フェーズ：河川と公

園一体での運用，第4フェーズ：地下駐輪場跡地を活

用した事業展開）が想定されている． 

 
図-3 木伏緑地整備事業の検討プロセスと官民の連携 

 

 
図-4 木伏緑地運営のスキーム図 

 

 
写真-1 木伏緑地夕方の様子（盛岡HPより引用） 

 

 
写真-2 新たに整備された公衆用トイレ（盛岡HPより引用） 
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2021年3月に緑地と河川を結ぶ階段状の護岸整備が

完了し，合わせて同年4月にコンクリートの船着場も

完成した．これにより，かつての舟運の町として栄え

た盛岡地区で船を運行させる地域の活動との連動が可

能となった（図-5）．今後は第3フェーズとして，カ

ヤックやカヌー等のウォーターアクティビティを楽し

む拠点づくりやイベントの提供を計画している．  
c) イベントの実施（緑地周辺の地域との連携） 

2020年10月17日，同18日に，木伏緑地開業1周年イベ

ント（写真-3）が開催され，2日間に延べ9,200人が参

加した．イベントにはアーティストによるライブ，ま

ちなかキャンプやボルダリング等のアクティビティ体

験，クラフトマーケット，野菜市等が盛り込まれた．

当⽇は駅前商店街で開催されていた「100縁市」や材
⽊町の「よ市（写真-4）」の開催と丁度重なり，3つ
のイベントを回った来訪者も⾒られ，『マチのハブ』
の役割を果たしたと⾔える(図-5)． 
d) 「木伏出店者連絡協議会」の実施 

 毎月第2木曜日には，盛岡市・ゼロイチキュウ合同

会社・木伏テナントの3者で構成される「木伏出店者

連絡協議会」が開催されている．会議では，イベント

に関する協議や，各種報告連絡事項の共有が行われて

いる． 協議会を通して供用開始後も官民の意見の共有

と連携を図る仕組みが継続されている． 
 

(4)波及効果が生まれる要因の考察 

 以上を踏まえ，木伏緑地の整備事業では，公募指針

公表の段階から「周辺派生ストーリー」が目指されて

いた通り，供用開始後の実態としても対象公園の敷地

内で事業が閉じてしまうことなく，対象公園が公共空

間として地域全体の価値を高める役割を担い，周辺地

域との連携が取られている事例として実現したことが

明らかになった．波及効果までをも生むこととなった

要因として，以下の4つの可能性が考えられる． 

 
図-5 木伏緑地の供用開始後 周辺地域との連携の様子 

 

 

写真-3 木伏緑地1周年イベントの様子（ミズベリングHPより引用） 
 

 

写真-4 材木町「よ市」の様子（東北電力「おでcafe」HPより引用） 
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①公募指針策定前段階で官民双方意向を知る機会：

図-3の通り，木伏緑地の事例では公募指針策定前の段

階から，民間事業者と盛岡市の間で互いの意向を共有

する機会が数多く存在していた．特に行政側にとって

民間事業者の思い描く事業のイメージをあらかじめ知

る機会があったことは，公募指針策定に影響を与えた

と考えられる．盛岡市の場合は，官民の意思疎通の場

として公園活性化プランの存在が挙げられるが，他事

例でPark-PFIの導入を検討する場合，マーケットサウ

ンディング調査等の手法の活用可能性が課題となる． 
②公募指針の評価項目にまちづくりに関わる事項へ

の明確な言及：公募指針には，民間事業者選定の際の

審査評価項目の記載があるが，表-4の通り，「エリア

分析」や「周辺派生ストーリー」の記載は，実際に事

業を推進していく民間事業者に対し，まちづくりとの

連携に向けた，対象地の公共空間としてのあり方を考

えてもらう上で重要な点であったと考えられる． 
③公募前から供用開始後まで継続的な官民協議の

場：①で指摘した公募前（図-3）の連携に加え，木伏

緑地の事例では，供用開始後も定期的に官民の連絡協

議会の場が設定されている．この協議会の存在は，対

象地が整備後に一時的な盛り上がりで衰退してしまう

ことなく，持続可能なまちづくりの効果を生み続ける

ために重要だと考えられる．なお本稿では木伏緑地の

協議会の詳細な内容の把握まで至っておらず，供用開

始後の官民の連携の実態のより詳しい調査は今後の課

題としたい． 
④対象敷地の規模：表-2に示すように木伏緑地は敷

地面積が小さな事例である．そのため事業提案書14)に

おいては，提案は敷地内にとどまることなく，周辺地

域とのつながりまで言及された自由度の高い提案であ

った．公募指針にて「周辺派生ストーリー」の評価項

目が設けられていることも理由の一つではあるが，今

回のように周辺との関係の検討が重要となる小規模公

園であったことが，整備事業の周辺地域への効果まで

考慮するきっかけになった可能性を指摘できる． 
 
 
３．おわりに 

 
 本稿の木伏緑地の事例の分析を通して，Park-PFIを
活用した公園整備とまちづくりと連携の実現に向けて

着目すべき要因について考察した．Park-PFIが導入さ

れた社会的背景を鑑みるに，制度活用にあたっては，

事業対象地だけでなく周辺エリアの活性化や長期的な

まちづくりに寄与するといった空間的にも時間的にも

より広い視野の取り組みが求められる．今後は本稿の

考察をもとに，周辺地域との積極的な連携や街づくり

への寄与が図られている事例の分析を蓄積し，Park-
PFI制度を活用した都市公園整備事業とまちづくりと

の長期的な連携に関して考察を進めていきたい． 
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